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圏域の現況と課題 

1.1 圏域および河川の概要 
河川整備計画の対象区域である肱川水系(上流圏域)は、野村

の む ら

ダム上流部に位置する愛

媛県管理区間を対象とし、愛媛県西予市
せ い よ し

の一部（旧宇和町の大部分）約106km2の区域で

ある。 

 域内人口は約1万 8千人で、そのほとんどが河川沿いに開けた宇和
う わ

盆地
ぼ ん ち

に集中してい

る。 

圏域の地形は、東側の大野山
おお の さ ん

、大判山
おおばんざん

を連ねる標高800m級の山脈と、西側の鳥越峠
とりごえとうげ

、

堂
どう

所山
どころやま

の標高500m級の山脈に挟まれた地形で、標高約200mの宇和
う わ

盆地
ぼ ん ち

が形成されてい

る。山地部頂上付近は急峻
きゅうしゅん

な地形を示しているが、平地部に近づくに従い比較的なだら

かな地形である。平地部は盆地となっており、平坦な地形が開けている。 

圏域の大部分は秩父
ち ち ぶ

古成層
こせ い そ う

からなり、山地部分は砂岩
さ が ん

・粘板岩
ねんばんがん

等からなる。このため、

圏域北部に見られる三波川帯
さんばがわ た い

、みかぶ帯に比べ安定している。肱川周辺に開けた平地部

は沖積層
ちゅうせきそう

からなり氾濫土砂が厚く堆積している。現在では水田などとして利用されてい

るが、近年までは沼地や湿田であった。 

 

圏域の気候は、瀬戸内海気候区域に属し、年平均気温は15℃前後で、年間を通じ温暖

であり、年平均降水量は約1,900mmで降雨は梅雨･台風期に集中する｡ 

 

 古くからの集落は、山沿いの平坦地に形成され、河川沿い及び平坦地の大部分は水田

として利用されている。平地部を南北に縦断する国道56号沿いに市街地化が進んでおり、

最近では、河川周辺部の平坦地の宅地化が進んでいる。 

 

圏域の産業構造は第1次産業約12.9%、第 2次産業約25.5%、第 3次産業約61.6%であ

る。四国横断自動車道が延伸したことにより、西予
せ い よ

宇和
う わ

インターチェンジ周辺は商業地

として発展している。 

 

圏域の中心である宇和盆地の歴史は、約三千五百年前の縄文時代に始まる。弥生時代

に入ると肱川周辺の広大な盆地で稲作が始まり、愛媛県南予一の村となっていく。 
稲作文化とともに発展した宇和地方のもう一つの特徴として、学校、教育に関する文

化財が数多く残されている。西予市
せ い よ し

宇和
う わ

町
ちょう

内には今も美しい学校建築が存在し、文化財

となっているとともに、観光地として訪れる人も多い。その代表的なものとして、開明
かいめい

学校
がっこう

、現在は宇和米
こめ

博物館
はくぶつかん

となり、百間廊下として有名な旧宇和町小学校校舎などがあ

げられる。 
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2 河川整備の目標に関する事項 
2.1計画対象区間 

河川整備計画の対象区間は、肱川については平成6年度以降改修を進めている歯長 

橋下流地点から岩瀬川合流点までの4.32km区間、岩瀬川については肱川合流点より新開

橋上流の取水堰までの1.5km区間（合計5.82km区間）とする。 

 

 

2.2計画対象期間 

計画対象期間は、今後30年間程度とする。 

 

 

2.3 計画の見直し 

本整備計画は、現時点の課題や河道状況に基づいて策定するものであり、今後社会環

境や自然環境が変化した場合には、適宜計画の見直しを行う。 

 
 
2.4洪水による災害発生の防止または軽減に関する事項 
沿川の人口・資産状況等の流域の社会的重要性や県内バランスを考慮し、未改修の歯 

長橋下流地点から岩瀬川合流点の間、及び岩瀬川について30年に1回程度発生すると予

想される洪水に対して計画対象期間内に、家屋や農地等の河川の氾濫による浸水被害を

防止する安全な社会基盤の形成を図る。 
 

 

2.5 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

流水の適正な機能を維持するためには流況や取水量の現状を把握し、正常流量を設定

することが必要となる。 

現存する利水状況の資料及び動植物の生息・生育環境、漁業、流水の清潔の維持、景

観の保持を考慮した正常流量は、下宇和橋付近でおおむね１m3/s程度であると推定される

が、関係機関と連携し水利用の実態や河床変動等について必要な調査・検討を行う。 

 

 

2.6 河川環境の整備と保全に関する事項 

河川の適正な利用、動植物の多様な生息・生育環境、水質改善等を考慮し、健全な河

川環境の整備・保全に努める。 

河川環境の現況把握につとめるとともに、河川改修にあたっては、自然環境への影響

を軽減し、河床部等について河川環境の整備・保全を図る｡ 
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図-6：岩瀬川計画高水流量配分図 

図-5：肱川(上流圏域計画区間)計画高水流量配分図 
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3.2 河川の維持の目的､種類及び施工の場所に関する事項 

3.2.1 河川維持の目的 

河川特性や沿川の土地利用を考慮し、洪水等による災害の防止や軽減、河川の適正な

利用、流水の正常な機能の維持および河川環境の整備と保全を行うことを目的とする。 

 

3.2.2 河川維持の種類及び施工の場所 

流域内の河川においては、河川管理施設及び河床状況を定期的に点検し、危険個所、

老朽箇所等の早期発見および補修を行う｡ 

長期の間に、又は出水により土砂が堆積し、洪水流下の阻害となるなど治水上支障を

きたす場合は、環境面に配慮しつつ、河床掘削等の必要な対策を講じる。また、出水な

どによる河床の低下は、護岸などの構造物の基礎が露出することにつながり、これは災

害の要因となるので早期発見につとめるとともに、河川管理上の支障となる場合は適切

な処置を行う。 

利水者との連絡・調整を図りながら流況および農業用水の取水実態の把握とデータの

蓄積を行い、効率的かつ合理的な取水ができるようつとめる。 

また、地域住民と協力し、河川美化運動の推進につとめる。 
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3.3 河川の整備を総合的に行うために必要なその他の事項 

3.3.1 洪水対策 

洪水対策の一環として浸水想定区域図調査を行っており、それを基にしたハザードマ

ップを作成する予定である。また、避難判断水位（神領水位観測所で3.5ｍ）を設定し

ており、洪水発生時に水位情報をいち早く地域住民に提供することで早期避難を促進し、

減災を図る。 

普段から地域住民等に対して水防に関する啓発活動を行う等ソフト面の洪水対策を

実施する。 

 
3.3.2 流域における河川管理の取り組みへの支援に関する事項 

河川整備に関しては、住民の意見を尊重しつつ、関係機関との連携を図りながら実施

する。 

西予市に対しては、洪水被害を軽減する施策等に必要な資料の提供や、水防活動の支

援を行う。 

地域住民に対しては、河川愛護の啓発につとめ、河川の維持等に関して積極的な参画 

を求めていく。 

 

 

 


